
加茂医師会

加茂歯科医師会

保健活動チーム

・避難所の状況確認をし、防疫活動を開始
・保健活動チームやインフラ部門の被害調査班と連
携をとり、衛生材料等を調達
・感染予防指導、感染症患者対策、感染症発生状
況、及び防疫活動の周知、消毒等を実施

防疫チーム

被災状況の情報収集 被災状況、避難所の情報収集

・避難所の状況確認をし、保健活動を開始
・町保健師、町管理栄養士、嘱託保健師、嘱託看護
師、嘱託管理栄養士、嘱託歯科衛生士、嘱託管理栄
養士を召集しチームを編成
・保健活動チームは安否確認班と共同で保健活動と
要援護者対策を実施

・被災状況に応じて実施
左記に準ずる

被災状況の情報収集

別紙５　　各部署の役割

救護所
医療チーム

24時間以内発災後～６時間以内 24～48時間

災害対策本部

・災害対策本部の設置
・町内の被災状況の把握
・救護所の設置と救護医院、町内医療機関、救護病
院での診療要請
・医療機関等の被害状況及び救護所開設を県対策
支部へ報告
・必要に応じてヘリコプターの要請
・患者搬送用の車両確保

・救護所、救護医院、避難施設の状況把握
・必要に応じてヘリコプターの要請
・重症患者の搬送

・広報、情報活動
・救護所、避難施設の状況把握
・必要に応じて医薬品、衛生材料の要請
・必要に応じて医療チームの派遣を県へ要請（現行
の医療体制で不可能な場合）
・重症患者の搬送

医療班

・地域診療所の被害状況及び受入れの確認
・医療機関等の被災状況を広域災害救急医療情報
システムEMISで確認し町災害対策本部へ報告
・加茂医師会、加茂歯科医師会、中濃保健所との連
絡調整。
・被災状況に応じて加茂医師会、加茂歯科医師会に
医療チームの派遣を要請
･災害拠点病院、救護病院の被害状況及び受入れ体
制の確認
・救護所設置の準備
・救護医院の設置要請（本部の指示による）

・施設管理者と連携し開設準備
・医療救護活動　医師がいない間は、医療行為がで
きないので応急手当にとどめる。備蓄倉庫の備蓄薬
品を使用

・加茂医師会、加茂歯科医師会は診療に必要な医薬
品、医療用資機材を確保するよう要請

・被害状況調査報告
・救護所、救護医院、避難施設の状況調査
・医療機関（町内医療機関、救護病院、災害拠点病
院）との連絡調整
・医療救護活動の記録、文書管理及び会計処理

・救護所、救護医院、避難施設の状況調査
・医療機関との連絡調整
・県へ要請した医療チームの受入れ準備
・医療ボランティアの受入れ準備
・救急用品、薬品等の調達
・防疫に関する対策
・通常の医療が可能となった場合は、救護所撤収の
準備
・医療救護活動の記録、文書管理及び会計処理
・移動献血車の受け入れ、献血の呼びかけ

・医療救護活動　医師がいない間は、医療行為がで
きないので応急手当にとどめる。備蓄倉庫の備蓄薬
品を使用

・医師等が派遣されたら  被災住民のトリアージ　軽
症者の治療を実施。被災住民の状況に応じて救護病
院または災害拠点病院へ搬送。
・引き続き情報を収集し、近隣医療機関の情報を提
供
・看護
・助産
・死亡の確認
・服薬指導

同左

・管内医療機関の被害状況を把握
・医師等の派遣調整

　【医師会員】
・医師、職員の安否確認
・自院の被災状況をEMISで報告
・医療支援

・医師等の派遣調整 ・医師等の派遣調整
・医療班準備（加茂医師会内）

・管内医療機関の被害状況を把握
・医師等の派遣調整

　【歯科医師会員】
・医師、職員の安否確認
・自院の被災状況をEMISで報告
・医療支援

・医師等の派遣調整 ・医師等の派遣調整
・医療班準備（加茂歯科医師会内）

こころのケア、歯科保健、母子保健、

健康状態の悪化者若しくは悪化す

るおそれのある者、アレルギーのあ

る者、生活保護受給者、精神障が

い、難病、人工透析、高齢弱者、心

身障がい者等への対応


